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インフルエンザ出席停止期間　早見表

出席停止期間：発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで

発症８日目発症７日目

発症後１日目に
解熱した場合

発症後５日目に
解熱した場合

発症後４日目に
解熱した場合

発症後３日目に
解熱した場合

発症後２日目に
解熱した場合

発症６日目

児童・生徒（小学生以上）のインフルエンザ発熱期間と登校開始日

＊１　発症とは、病院を受診した日ではなく、インフルエンザ様症状（発熱など）が始まった日です。
　　　病院を受診したときに、医師に病状について相談し、発症日を確認する必要があります。

＊２　最短でも発症してから５日間は出席停止となります。
　　　また、解熱した日によって出席停止期間が延長されますので、下の表に当てはめて確認してください。

発症０日目発症１日目発症２日目発症３日目発症４日目発症５日目

備考    （１）インフルエンザ発症日を0日と数える。
  　　　　 　　 （２）1日のうちで、発熱・解熱をともに認めた場合は、発熱期間とする。
       　　　　　（３）解熱した後２日というのは、解熱した日を０日と数える。
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